
第６４期定時株主総会 

その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

■事業報告

・会計監査人に関する事項

・会社の体制及び方針

■連結計算書類

・連結株主資本等変動計算書

・連結注記表

■計算書類

■監査報告書

 

株式会社関西フードマーケット 

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第 13 条第 2 項の規定に基づき、 

書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。 



会計監査人に関する事項 

(１)会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

注. 2022年6月21日開催の第63回定時株主総会において、新たに有限責任 あずさ監査法人が当社

の会計監査人に選任されたことに伴い、当社の会計監査人であった太陽有限責任監査法人は

退任いたしました。 

(２)当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①報酬等の額

24百万円

②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

114百万円

注．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に

基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これら

の合計額を記載しております。 

③監査等委員会が会計監査人の報酬等について同意した理由

監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務

指針」を踏まえ、過年度の監査時間、内容の分析・評価、及び監査報酬の推移並びに他社との比

較の検証を行い、会計監査人の資質を量る面接を実施し、監査計画における監査項目別監査時間・

要員計画、重要監査項目の監査手続き、報酬見積もりの算出根拠・算定内容の適切性・妥当性を

検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。 

(３)非監査業務の内容

該当事項はありません。

(４)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が、会社法第340条第１項各号に定める事由に該当する場合、会計

監査人を解任いたします。 

また、会計監査人の継続監査年数や報酬額等を勘案し、監査の品質及び効率が低下するおそれが

あり、かつ、改善の見込みがない場合や、会計監査人の評価を踏まえ監査の適正性をより高めるた

めに会計監査人の変更が妥当であると判断する場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する会

計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
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会社の体制及び方針 

 

（１）業務の適正を確保するための体制 

① 当社及び当社子会社（以下、「当社グループ」という）の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制 

ア．当社グループの役職員は、Ｈ２Ｏリテイリンググループの一員として、倫理・法令・ルール等に基づき行動す

るための基本姿勢を定めた「Ｈ２Ｏリテイリンググループ行動規範」に則り行動するものとし、法令遵守の風

土の醸成を図る。 

イ．コンプライアンス推進等に必要な知識と経験を有する社外取締役を選任する。 

ウ．コンプライアンス体制の構築・整備を推進することを目的として「コンプライアンス・リスクマネジメント委

員会」を設置し、コンプライアンスに関わる諸施策の推進及び情報の共有化を図る。 

エ．内部監査体制を充実し、適合性のチェック機能を高めて行く。 

オ．内部通報制度を設置するとともに、取締役及び使用人が法令違反行為又は不正行為を行った場合の懲戒処分に

関するルール並びに取締役会及び監査等委員会への報告体制を整備する。また、通報者に対して不利な取扱い

をしてはならないことを内部通報規程に定める。 

カ．財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの構築及び運用を推進する。 

キ．反社会的勢力による被害を防止するための社内体制の整備及び企業行動に対する反社会的勢力の介入防止に

努める。 

 

② 当社グループの取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

ア．取締役の職務執行に係る各種議事録や決裁書類など重要な記録について、文書管理規程その他社内規程に則り

適切に管理・保存する。 

イ．常時、取締役からの閲覧要請に応じる体制とする。 

ウ．各部門を担当する取締役は重要情報の記録が規程に基づき適切に管理される体制作りを行う。 

 

③ 当社グループの損失の危機に関する規程その他の体制 

ア．リスク発生の予防対策、リスク発生時の報告、発生リスクへの対応の原則、対応策の実施等を規定したリスク

管理規程を整備する。 

イ．「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」において、リスク情報の収集、対応方針の策定等を行うと

ともに、非常時において横断的かつ機動的に損失の最小化を図ることができる体制を整備する。 

ウ．内部監査部門は当社グループのリスク管理状況について監査を行う。 

 

④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

ア．当社グループの経営上の意思決定を効率的に行うための機関としてグループ経営会議を設置するとともに、取

締役の職務執行の責任権限を明確にし、業務執行ライン（命令・報告系統）が適切に機能する組織作りと、そ

の見直しを機動的に行う。 

イ．中期経営計画に基づく年度計画による業績数値目標について月次の達成状況を管理し、適宜取締役会及びグ

ループ経営会議において業績目標数値の達成状況の評価・対策を審議する。 

 

⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

ア．当社子会社における経営計画及び重要な営業政策、業務執行等についての当社への報告ルールを定め、当該事

項につき、当社規程に従いグループ経営会議及び当社取締役会に付議する。 

イ．内部監査体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制、内部通報制度は子会社を含めた横断的な運用を行う。 

   ウ．親会社であるエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社との間で、少数株主との利益が相反する重要な取引や
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行為を行う場合には、独立社外取締役、その他有識者で構成する特別委員会の審議を経たうえで、取締役会に

諮るものとする。 

 

⑥ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人 

ア．監査等委員会の要請に応じて、監査等委員会の職務を補助する使用人を任命する。 

イ．当該使用人の独立性を確保するため、当該使用人の任命、評価、異動、懲戒は監査等委員会の同意を得る。な

お、監査等委員会の指示の実効性を確保するため、当該使用人は業務の執行に係る役職を兼務しない。 

 

⑦ 当社グループの取締役及び使用人が当社監査等委員会に報告するための体制その他当社監査等委員会への報告

に関する体制 

ア．取締役会及びグループ経営会議その他重要な会議に監査等委員が出席し、重要な業務執行に関する報告を受け

る。また、重要案件に関する決裁書及び各種会議体及び委員会の議事録の回覧等を行う。 

イ．当社グループの取締役及び使用人は、監査等委員会から職務執行に関して報告を求められたときは、速やかに

報告を行うものとし、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、また会社に著しい損害を及ぼすおそれのあ

る事実を知ったときは、速やかに当該会社の監査役に報告し、報告を受けた監査役は当社監査等委員会に報告

する。 

ウ．監査等委員会は、内部監査、コンプライアンス、リスク管理、内部通報制度等に関する報告を定期的に受ける。 

エ．当社グループは監査等委員会への報告者が不利にならないよう内部通報規程に定める。 

 

⑧ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制 

ア．監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をするときは、当該監査等委員

の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかにその費用等について負担する。 

イ．会計監査人から会計監査内容について定期的に説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。 

 

(２)業務の適正を確保するための体制の運用状況 

  当社は、コーポレートガバナンス体制の充実を目的として監査等委員会設置会社へ移行しています。また、任意の

委員会として、独立社外取締役及び代表取締役社長により構成される指名・報酬委員会、独立社外取締役で構成され

る特別委員会を設置しています。特別委員会では、親会社であるエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社と一般

株主との間で利益が相反する可能性がある重要な取引や行為について、一般株主の利益保護の観点から審議・検討を

行うこととしています。 

また、当社における業務の適正を確保するために、コンプライアンス及びリスク管理に関する取り組みとして、エ

イチ・ツー・オー リテイリング株式会社のグループコンプライアンス・リスクマネジメント委員会に参画し、公正取

引、品質管理、情報セキュリティ、防災・パンデミック、ハラスメントに関する部会において、各種施策の立案、推進、

並びに情報の共有化を図っています。当期は、管理職を対象にしたハラスメント研修の実施や、公益通報者保護法改

正に伴う運用実務に関する対応等について、コンプライアンス連絡会を通じて各社に周知し、対応の徹底を推進しま

した。 

 

（３）剰余金の配当等の決定に関する方針 

当社は、中長期にわたる適正な財務体質の構築と、当社の目指すスーパーマーケット像実現のための成長投資に必要

なキャッシュ・フロー、事業年度ごとの業績を勘案しつつ、株主の皆様に安定的な利益還元を行うことを重視し、親会

社株主に帰属する当期純利益、連結純資産、連結キャッシュ・フローの中長期計画から総合的に判断して最適な成果配

分を行うことを基本方針としております。 

当期の１株当たり年間配当額につきましては、第２四半期８円、期末 10円の計 18円を予定しております。 
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独立監査人の監査報告書 

2023年５月 13日 

株式会社関西フードマーケット 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

大阪事務所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 成 本 弘 治 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 城 戸 達 哉 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 弓 削 亜 紀 

監査意見 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社関西フードマーケットの2022年

４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、株式会社関西フードマーケット及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載さ

れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社か

ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意

見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当

監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相

違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤

りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。 
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その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計

算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない

連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す

ることが含まれる。 

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。 

連結計算書類の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立

場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す

る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理

的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し

て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性

が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は

重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して

除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手し

た監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな

る可能性がある。 

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及

び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評

価する。 

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か

つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関

して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。 
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその

他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除

去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 

利害関係 

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。 

以 上 
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独立監査人の監査報告書 

2023年５月 13日 

株式会社関西フードマーケット 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

大阪事務所 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 成 本 弘 治 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 城 戸 達 哉 

指定有限責任社員 

業 務 執 行 社 員 
公認会計士 弓 削 亜 紀 

監査意見 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社関西フードマーケットの

2022年４月１日から2023年３月31日までの第64期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい

う。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな

る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監

査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が

あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの

兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。 
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その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計

算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ

とが含まれる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基

づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場

から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可

能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見

込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、

意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関

連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要

な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項

付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性

がある。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその

他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除

去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。 
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利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以 上 
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監 査 報 告 書 

当監査等委員会は、２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日までの第６４期事業年度における取締役の職務の執行について 

監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。 

1． 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第３９９条の１３第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議

に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期

的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。なお、財務報告に係

る内部統制については、取締役等及び有限責任あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を

受け、必要に応じて説明を求めました。

① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門

と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて

説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、主要な子会

社の実地調査に加え子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の

報告を受けました。

② 事業報告に記載されている会社法施行規則第１１８条第５号イの留意した事項及び同号ロの判断及びその理由について

は、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に

行われることを確保するための体制」（会社計算規則第１３１条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（２００５

年１０月２８日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等

変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本

等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。 

２．  監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。 また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められませ

ん。 

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事

項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき

事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

２０２３年５月１５日 

  株式会社関西フードマーケット     監査等委員会  

取締役監査等委員（委員長）  小 西  敏 允 ㊞ 

社外取締役監査等委員 森 薫 生 ㊞ 

社外取締役監査等委員 西 口 美 廣 ㊞ 

社外取締役監査等委員 澤 千 恵 ㊞ 
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